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報告第１号 

 

令和２年度恵庭市健全化判断比率（令和元年度決算）について 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定

により、監査委員の審査意見を付し、健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 

（単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

令 和 ２ 年 度 

(令和元年度決算) 

－ － ５．０ ２０．２ 

早期健全化基準 １２．８０ １７．８０ ２５．０ ３５０．０ 

財 政 再 生 基 準 ２０．００ ３０．００ ３５．０  

 

令和２年９月１０日提出 

 

                                恵庭市長 原 田   裕         
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報告第２号 

 

令和２年度恵庭市公営企業等の資金不足比率（令和元年度決算）について 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規

定により、監査委員の審査意見を付し、資金不足比率を次のとおり報告する。 

 

１． 恵庭市水道事業会計 

（単位：％） 

 資金不足比率 

令 和 ２ 年 度 

( 令 和 元 年 度決算 ) 
－ 

経 営 健 全 化 基 準 ２０．００ 

 

２． 恵庭市下水道事業会計 

（単位：％） 

 資金不足比率 

令 和 ２ 年 度 

( 令 和 元 年 度決算 ) 
－ 

経 営 健 全 化 基 準 ２０．００ 

 

令和２年９月１０日提出 

 

                             恵庭市長 原 田   裕        
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議案第１号 

 

   恵庭市功労者の表彰について 

  

 恵庭市功労者等表彰条例（昭和５５年条例第１７号）第５条の規定により、恵庭市功労者と

して次のとおり表彰したいので同意を求める。 

 

  令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

〔氏  名〕  鏡     貢 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  大 瀧 美惠子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  左 川 すみ子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   
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〔氏  名〕  只 野 ハナ子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  鎗 水 勝 隆 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  新 保 麗 子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  西 根 輝 雄 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  淺 川 惠久子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  松 尾 道 義 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  村 上 郁 夫 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

6



〔氏  名〕  渡 辺 みい子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  小 山 令 子 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   

 

〔氏  名〕  内 田 信 一 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   
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功　労　者　被　表　彰　者　名　簿　

氏　　　　　　名 生年月日
住　　　　　　所 年　　　齢

鏡　　　　　　貢

大　瀧　美惠子

左　川　すみ子

只　野　ハナ子

鎗　水　勝　隆

新　保　麗　子

西　根　輝　雄

淺　川　惠久子

松　尾　道　義 [産業経済]
  農業協同組合役員として３３年１か月に亘り従事
され、産業経済の振興と発展に功労されました。

[基準日]令和２年１０月２１日

主　　　な　　　事　　　績

[社会福祉・住民生活推進]
  社会福祉協議会役員として２０年１か月、町内会
連合会役員として２２年８か月に亘り従事され、社
会福祉及び住民生活推進の振興と発展に功労さ
れました。

[教育文化]
  スポーツ指導員として３０年に亘り従事され、教育
文化の振興と発展に功労されました。

[社会福祉]
  民生委員児童委員として２１年に亘り従事され、
社会福祉の振興と発展に功労されました。

[社会福祉]
  民生委員児童委員として２１年に亘り従事され、
社会福祉の振興と発展に功労されました。

[社会福祉]
  民生委員児童委員として２１年に亘り従事され、
社会福祉の振興と発展に功労されました。

[教育文化]
  スポーツ指導員として３０年に亘り従事され、教育
文化の振興と発展に功労されました。

[社会福祉]
  民生委員児童委員として３０年に亘り従事され、
社会福祉の振興と発展に功労されました。

[社会福祉]
  民生委員児童委員として３３年に亘り従事され、
社会福祉の振興と発展に功労されました。

9



村　上　郁　夫

渡　辺　みい子

小　山　令　子

内　田　信　一

[教育文化]
  スポーツ指導員として２８年に亘り従事され、教育
文化の振興と発展に功労されました。

[教育文化]
  スポーツ指導員として３０年に亘り従事され、教育
文化の振興と発展に功労されました。

[教育文化]
  スポーツ指導員として２６年に亘り従事され、教育
文化の振興と発展に功労されました。

[地方自治]
  水と緑のまちづくり審議会委員として２６年１か月
に亘り従事され、地方自治の振興と発展に功労さ
れました。
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議案第２号 

 

恵庭市教育委員会委員の任命の同意について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項

の規定により、恵庭市教育委員会委員を次のとおり任命したいので同意を求める。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

〔氏  名〕  尾 形 直 子 

〔住 所〕   

〔生年月日〕   
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教育委員会委員の任命 

 

退任となる委員 

氏  名 尾 形 直 子 生年月日  

住  所  

任  期 自 平成２８年１０月１日 ～ 至 令和２年９月３０日 

退任事由  任期満了 

 

任命する委員（再任） 

氏  名 尾 形 直 子 生年月日  

住  所  

任  期 自 令和２年１０月１日 ～ 至 令和６年９月３０日 

最終学歴   

 

＜公職歴＞ 

平成１４年 ４月 ～ 現在        市学校医 

平成２０年１０月 ～ 現在        教育委員会委員 

 

 

根 拠 法 令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

委 員 数 ４人 

任 期 ４年（ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。） 

資 格 要 件 

委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔

で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共

団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 

禁止事項等 

委員の任命については、そのうち委員の定数に１を加えた数の２分の

１以上の者が同一の政党に所属することとなってはならない。 

委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行

機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常

勤の職員若しくは地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員と兼ねることができない。 
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議案第３号 

 

   恵庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準等に関する条例の一部改

正について 

 

 恵庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準等に関する条例の一部を次の

とおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準等に関する条例の一部を

改正する条例 

恵庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準等に関する条例（平成２６年

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２３号中「法第４３条第３項」を「法第４３条第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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恵庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準等に関する条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条 (略) 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(22) (略)  

(23) 特定地域型保育事業 法第 43 条第 3 項に規定する特定地域型保

育事業をいう。 

(24)～(29) (略)  

 

第 3 条～第 54 条 (略) 

第 1 条 (略) 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(22) (略)  

(23) 特定地域型保育事業 法第 43 条第 2 項に規定する特定地域型保

育事業をいう。 

(24)～(29) (略)  

 

第 3 条～第 54 条 (略) 
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議案第４号 

 

財産の取得について 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。 

 

  令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

１ 物件の表示  えにわコミュニティバス １台 

 

２ 契 約 金 額  ２３，１６５，９９０円 

 

３ 契約の相手方  札幌市中央区北四条西６丁目 

北海道市町村備荒資金組合 

組合長 棚 野 孝 夫 

 

４ 取得の目的  えにわコミュニティバスの運行用 

 

５ 契約の方法  随意契約 
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議案第５号 

 

財産の取得について 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。 

 

  令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

１ 物件の表示  土地（１筆 ６８，０７９平方メートル） 

 

２ 契 約 金 額  １０２，１１８，５００円 

 

３ 契約の相手方  恵庭市盤尻３９６番地３ 

          農事組合法人北海道永峯牧場 

          理事 山 浦 酉 雄 

           

４ 取得の目的  最終処分場整備用地 

 

５ 契約の方法  随意契約 
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財産の表示及び契約金額 

 

土地の表示 

契約金額 

所 在 地 番 地 目 地 積（㎡） 

恵庭市盤尻 256 番 1 原野 68,079 102,118,500 円 
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議案第６号 

 

北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合

事務組合規約を次のとおり変更することに関し協議することについて、同法第２９０条の規定

により議決を求める。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指令）の一部を

次のように変更する。 

別表第１石狩振興局（１２）の項中「（１２）」を「（１１）」に改め、「、札幌広域圏組合」を

削り、同表渡島総合振興局（１６）の項中「（１６）」を「（１５）」に改め、「、山越郡衛生処理

組合」を削り、同表空知総合振興局（３２）の項中「（３２）」を「（３１）」に改め、「、奈井江、

浦臼町学校給食組合」を削る。 

別表第２の９の項中「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」及び「、奈井江、浦臼

町学校給食組合」を削る。 

附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による北海道

知事の許可の日から施行する。 
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北海道市町村総合事務組合規約新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条～第 15 条 (略) 

 

別表第 1(第 2 条関係) 組合を組織する地方公共団体 

管内 市町村・一部事務組合及び広域連合 

石狩振興局(12) 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、当別

町、新篠津村、石狩北部地区消防事務組合、

北海道市町村備荒資金組合、石狩教育研修

センター組合、札幌広域圏組合、北海道後

期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処理組

合 

渡島総合振興局(16) 北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内

町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万

部町、山越郡衛生処理組合、南渡島消防事

務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島衛

生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、渡

島・檜山地方税滞納整理機構 

(略) 
空知総合振興局(32) 歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、

由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、

新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、

北竜町、沼田町、北空知衛生施設組合、南

空知消防組合、月新水道企業団、西空知広

域水道企業団、北空知広域水道企業団、長

幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食

組合、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企業

団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛生 

第 1 条～第 15 条 (略) 

 

別表第 1(第 2 条関係) 組合を組織する地方公共団体 

管内 市町村・一部事務組合及び広域連合 

石狩振興局(11) 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、当別

町、新篠津村、石狩北部地区消防事務組合、

北海道市町村備荒資金組合、石狩教育研修

センター組合        、北海道後

期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処理組

合 

渡島総合振興局(15) 北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内

町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万

部町          、南渡島消防事

務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島衛

生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、渡

島・檜山地方税滞納整理機構 

(略) 
空知総合振興局(31) 歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、

由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、

新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、

北竜町、沼田町、北空知衛生施設組合、南

空知消防組合、月新水道企業団、西空知広

域水道企業団、北空知広域水道企業団、長

幌上水道企業団             

  、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企業

団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛生 
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現行 改正案 

 

別表第 2(第 3 条関係) 

共同処理する事務 共同処理する団体 

(略) 

9 地方公務員災害

補償法(昭和 42 年

法律第 121 号)第
69 条の規定に基づ

く非常勤の職員の

公務上の災害又は

通勤による災害に

対する補償に関す

る事務 

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島

町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、

森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国

町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、

今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越

町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別

町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、

泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、

余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上

砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、

浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、鷹栖

町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、

上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中

富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、

剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中

川町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、 

 センター組合、南空知葬斎組合、深川地区

消防組合、砂川地区広域消防組合、滝川地

区広域消防事務組合、空知中部広域連合、

北空知圏学校給食組合 

(略) 

 

別表第 2(第 3 条関係) 

共同処理する事務 共同処理する団体 

(略) 

9 地方公務員災害

補償法(昭和 42 年

法律第 121 号)第
69 条の規定に基づ

く非常勤の職員の

公務上の災害又は

通勤による災害に

対する補償に関す

る事務 

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島

町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、

森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国

町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、

今金町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越

町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別

町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、

泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、

余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上

砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、

浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、鷹栖

町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、

上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中

富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、

剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中

川町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、 

 センター組合、南空知葬斎組合、深川地区

消防組合、砂川地区広域消防組合、滝川地

区広域消防事務組合、空知中部広域連合、

北空知圏学校給食組合 

(略) 
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現行 改正案 
 

 初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、猿払

村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、

礼文町、利尻町、利尻富士町、大空町、美

幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、

訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧

別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、

豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平

町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、

新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、え

りも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追

町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、

豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、

釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、

標津町、羅臼町、石狩北部地区消防事務組

合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育

研修センター組合、札幌広域圏組合、北海

道後期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処

理組合、山越郡衛生処理組合、南渡島消防

事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島

衛生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、

渡島・檜山地方税滞納整理機構、南部桧山

衛生処理組合、檜山広域行政組合、江差

町・上ノ国町学校給北部桧山衛生センター

組合、南部後志衛生施設組合、北後志衛生

施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、羊蹄山

ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿 

 

 初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、猿払

村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、

礼文町、利尻町、利尻富士町、大空町、美

幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、

訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧

別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、

豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平

町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、

新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、え

りも町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追

町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、

豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、

釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、

標津町、羅臼町、石狩北部地区消防事務組

合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育

研修センター組合        、北海

道後期高齢者医療広域連合、道央廃棄物処

理組合          、南渡島消防

事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島

衛生施設組合、渡島廃棄物処理広域連合、

渡島・檜山地方税滞納整理機構、南部桧山

衛生処理組合、檜山広域行政組合、江差

町・上ノ国町学校給北部桧山衛生センター

組合、南部後志衛生施設組合、北後志衛生

施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、羊蹄山

ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿 
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現行 改正案 
 

 都地方消防組合、岩内地方衛生組合、南部

後志環境衛生組合、後志教育研修センター

組合、後志広域連合、北空知衛生施設組合、

南空知消防組合、月新水道企業団、西空知

広域水道企業団、北空知広域水道企業団、

長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給

食組合、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企

業団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛

生センター組合、南空知葬斎組合、深川地

区消防組合、空知中部広域連合、北空知圏

学校給食組合、士別地方消防事務組合、大

雪消防組合、大雪葬斎組合、大雪浄化組合、

大雪清掃組合、愛別町外3町塵芥処理組合、

上川北部消防事務組合、名寄地区衛生施設

事務組合、大雪地区広域連合、富良野広域

連合、上川広域滞納整理機構、留萌消防組

合、北留萌消防組合、西天北五町衛生施設

組合、羽幌町外 2 町村衛生施設組合、留萌

南部衛生組合、利尻郡学校給食組合、利尻

郡清掃施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼

文消防事務組合、稚内地区消防事務組合、

南宗谷衛生施設組合、利尻島国民健康保険

病院組合、紋別地区消防組合、遠軽地区広

域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地

区消防組合、斜里郡 3町終末処理事業組合、

西紋別地区環境衛生施設組合、北見地区消

防組合、広域紋別病院企業団、安平・厚真

行政事務組合、胆振東部日高西部衛生組合 

 

 都地方消防組合、岩内地方衛生組合、南部

後志環境衛生組合、後志教育研修センター

組合、後志広域連合、北空知衛生施設組合、

南空知消防組合、月新水道企業団、西空知

広域水道企業団、北空知広域水道企業団、

長幌上水道企業団            

   、南空知公衆衛生組合、桂沢水道企

業団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛

生センター組合、南空知葬斎組合、深川地

区消防組合、空知中部広域連合、北空知圏

学校給食組合、士別地方消防事務組合、大

雪消防組合、大雪葬斎組合、大雪浄化組合、

大雪清掃組合、愛別町外3町塵芥処理組合、

上川北部消防事務組合、名寄地区衛生施設

事務組合、大雪地区広域連合、富良野広域

連合、上川広域滞納整理機構、留萌消防組

合、北留萌消防組合、西天北五町衛生施設

組合、羽幌町外 2 町村衛生施設組合、留萌

南部衛生組合、利尻郡学校給食組合、利尻

郡清掃施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼

文消防事務組合、稚内地区消防事務組合、

南宗谷衛生施設組合、利尻島国民健康保険

病院組合、紋別地区消防組合、遠軽地区広

域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地

区消防組合、斜里郡 3町終末処理事業組合、

西紋別地区環境衛生施設組合、北見地区消

防組合、広域紋別病院企業団、安平・厚真

行政事務組合、胆振東部日高西部衛生組合 

 

3
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現行 改正案 
 

 、胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合、

日高西部消防組合、日高中部消防組合、日

高東部消防組合、平取町外 2 町衛生施設組

合、日高東部衛生組合、日高中部衛生施設

組合、日高中部広域連合、日高管内地方税

滞納整理機構、北十勝 2 町環境衛生処理組

合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務

組合、十勝中部広域水道企業団、とかち広

域消防事務組合、川上郡衛生処理組合、釧

路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、

釧路白糠工業用水道企業団、釧路・根室広

域地方税滞納整理機構、根室北部衛生組

合、根室北部消防事務組合、中標津町外 2
町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合 

(略) 

 

 、胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合、

日高西部消防組合、日高中部消防組合、日

高東部消防組合、平取町外 2 町衛生施設組

合、日高東部衛生組合、日高中部衛生施設

組合、日高中部広域連合、日高管内地方税

滞納整理機構、北十勝 2 町環境衛生処理組

合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務

組合、十勝中部広域水道企業団、とかち広

域消防事務組合、川上郡衛生処理組合、釧

路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、

釧路白糠工業用水道企業団、釧路・根室広

域地方税滞納整理機構、根室北部衛生組

合、根室北部消防事務組合、中標津町外 2
町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合 

(略) 
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議案第７号 

 

   令和元年度恵庭市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和元年度恵

庭市水道事業会計未処分利益剰余金を次のとおり処分することについて議決を求める。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

１ 剰余金の額  ２６１，０７１，６９０円 

 

２ 処分の方法  １２５，１６４，５６７円を資本金に組入れ 

１３５，９０７，１２３円を減債積立金に積立て 
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議案第８号 

 

   令和元年度恵庭市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和元年度恵

庭市下水道事業会計未処分利益剰余金を次のとおり処分することについて議決を求める。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

１ 剰余金の額  ２５７，３６４，６８４円 

 

２ 処分の方法  １５７，３６３，６３２円を資本金に組入れ 

１００，００１，０５２円を減債積立金に積立て 
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議案第９号 

 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（第７号） 

 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５０，４１６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３６，７７７，８７４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第二表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第三表 地方債補正」による。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（追　加） （単位　千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

　　以内

５．０％ １ ． 償 還 年 限 は ､ 据 置 期 間 を 含 め 30 年 以 内 と し 、

（ た だ し 、 利 率 見 直 し 償 還 は 毎 年 度 2 期 元 利 均 等 償 還 と す る ｡

方 式 で 借 り 入 れ る た だ し ､ 特 別 の 融 資 条 件 の 定 め が あ る と き は

資 金 に つ い て 、 利 率 の 　　その条件による｡

見 直 し を 行 っ た 後 に ２ ． 市 財 政 の 都 合 に よ っ て 償 還 期 限 を 短 縮 し ､

お い て は 、 当 該 見 直 し 若 し く は 繰 上 げ 償 還 を し 又 は 低 利 債 に 借 換

 後 の 利 率 ） 　　することができる｡

第　三　表　　地　方　債　補　正

全 国 都 市 緑 化 フ ェ ア 事 業 債 26,000
普 通 貸 借
又 は

証 券 発 行

（変　更） （単位　千円）

花 の 拠 点 整 備 事 業 債 368,000 368,800

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債 82,800 67,800

起 債 の 目 的 補 正 前 の 限 度 額 補 正 後 の 限 度 額
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 2 4
総 務 費 総 務 管 理 費 職 員 管 理 費 会 計 年 度 任 用 職 員 管 理 費 0 3,987 △ 3,987

2 1 12 5
総 務 費 総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 公共施設等管理保全基金積立金 40,000 40,000

2 1 13 1
総 務 費 総 務 管 理 費 土 地 取 得 事 業 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 69 69

特 別 会 計 繰 出 金
2 1 16 1
総 務 費 総 務 管 理 費 まちづくり推進基金費 ま ち づ く り 推 進 基 金 積 立 金 211,854 106,321 105,533

2 1 18 1-1
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 10,000 10,000

（ 債 権 管 理 課 ）
2 1 18 1-4
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 144,196 144,196

（ 福 祉 課 ）
2 1 18 4-12
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 62,325 62,325

（ 保 健 課 ）
2 1 18 4-18
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 学 校 給 食 臨 時 休 業 対 策 事 業 費 508 508

3 1 1 10
民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 社 会 福 祉 事 業 推 進 基 金 積 立 金 2,486 2,486

3 1 6 1
民 生 費 社 会 福 祉 費 後 期 高 齢 者 医 療 後期高齢者医療特別会計繰出金 6,278 6,278

特 別 会 計 繰 出 金
3 1 7 1
民 生 費 社 会 福 祉 費 介 護 保 険 特 別 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 0 5,551 △ 5,551

会 計 繰 出 金
3 2 4 16
民 生 費 児 童 福 祉 費 子 育 て 支 援 推 進 費 子 育 て 基 金 積 立 金 26,152 10,241 15,911

4 2 1 6
衛 生 費 保 健 体 育 費 運動スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金 832 832

4 3 1 5
衛 生 費 清 掃 費 塵 芥 処 理 費 リ サ イ ク ル 関 係 費 4,045 4,045

6 1 3 4
農 林 水 産 業 費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 対 策 事 業 費 14,216 14,216

6 1 3 7
農 林 水 産 業 費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 基 金 積 立 金 2,997 2,997

7 1 3 4
商 工 費 商 工 費 観 光 費 花 の 拠 点 整 備 事 業 費 0 800 △ 800

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度学校給食臨
時休業にかかる給食食材費キャンセル料の負担

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

保健事業と介護予防の一体的実施事業の実施に伴う財源内
訳の変更

次期最終処分場用地の先行取得に係る事業費の確定による
繰出金の増額

えにわ・花子さん愛情寄附積立 4,297件
ふるさと納税事業経費積立 6,555件
花のまちづくり関連事業費等積立

令和元年度生活保護費等負担金の精算に伴う返還

過年度における市税等の還付

小中学生及び妊婦に対するインフルエンザ予防接種助成事業の実施
新型コロナウイルスの感染拡大に対応する新生児を抱える世帯に対す
る臨時給付金

市有地売払収入積立

経 費 名

説　明　資　料
（一般会計）

款 項 目

えにわ・花子さん愛情寄附積立 237件

えにわ・花子さん愛情寄附積立 1,339件
子育て支援センター事業費積立

えにわ・花子さん愛情寄附積立 390件

起債種別の変更による財源内訳の変更

強い農業づくり事業補助金の要望拡大

えにわ・花子さん愛情寄附積立 103件

せん定枝回収モデル事業の終了に伴うせん定枝処分の実
施

保健事業と介護予防の一体的実施事業の実施に伴う繰出金
の増額

保健事業と介護予防の一体的実施事業の実施に伴う財源内
訳の変更

5
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7 1 3 6
商 工 費 商 工 費 観 光 費 花 の 拠 点 運 営 事 業 費 0

8 4 4 4
土 木 費 都 市 計 画 費 緑 化 事 業 費 全国都市緑化フェ ア開催事業費 58,996 15,000 26,000 17,996

10 1 1 8
教 育 費 教 育 総 務 費 教 育 委 員 会 費 高等学校等入学準備金基金積立金 1,028 1,028

10 2 1 1
教 育 費 小 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 管 理 費 750 750

10 2 1 2
教 育 費 小 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 1,436 718 718

10 2 3 3
教 育 費 小 学 校 費 学 校 整 備 費 恵 み 野 旭 小 学 校 0 9,800 △ 9,800

屋 上 防 水 改 修 事 業 費
10 3 1 1
教 育 費 中 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 管 理 費 750 750

10 3 1 2
教 育 費 中 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 544 272 272

10 3 3 3
教 育 費 中 学 校 費 学 校 整 備 費 恵 み 野 中 学 校 校 舎 ・ 講 堂 △ 39,584 △ 13,462 △ 24,800 △ 1,322

石 綿 対 策 事 業 費
10 4 2 8
教 育 費 社 会 教 育 費 青少年女性等教育費 青 少 年 ・ 文 化 振 興 基 金 積 立 金 538 538

13 1 1 1
職 員 費 職 員 費 職 員 給 与 費 職 員 給 与 費 0 5,800 △ 5,800

550,416 1,538 14,216 11,800 209,790 313,072

全国都市緑化フェア開催決定に伴う増額

公園使用料の減額による財源内訳の変更
(公園使用料△7,500千円　まちづくり推進基金繰入金7,500
千円)

えにわ・花子さん愛情寄附による小学校備品の購入

えにわ・花子さん愛情寄附による中学校備品の購入

子どもの読書活動を支える寄附制度による小学校図書の購
入　3件

子どもの読書活動を支える寄附制度による中学校図書の購
入　1件

繰越明許費として執行することによる現年度予算の減額

起債種別の変更による財源内訳の変更

えにわ・花子さん愛情寄附積立 68件

えにわ・花子さん愛情寄附積立 126件

一般財源の内訳
財政調整基金繰入金 62,833　繰越金 250,239

保健事業と介護予防の一体的実施事業の実施に伴う財源内
訳の変更

合　　　　　　　　　　　　計
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議案第１０号 

 

令和２年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

令和２年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３，９１５千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６，９９１，５５６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

7 1 1 1
諸 支 出 金 償 還 金 及 び 一 般 被 保 険 者 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金 4,934 4,934

還 付 加 算 金 保 険 税 還 付 金
7 1 3 1
諸 支 出 金 償 還 金 及 び 保 険 給 付 費 等 保 険 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金 68,981 68,981

還 付 加 算 金 交 付 金 償 還 金

73,915 0 73,915 0 0 0合　　　　　　　　　　　　計

説　明　資　料
（国民健康保険特別会計）

款 項 目 経 費 名 補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新型コロナウイルスの感染拡大による令和元年度国民健
康保険税の減免に伴う還付

令和元年度北海道国民健康保険保険給付費等交付金
普通交付金の精算に伴う返還

5
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議案第１１号 

 

令和２年度恵庭市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

令和２年度恵庭市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，２７８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，０３８，６７５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

1 1 3 1
総 務 費 総 務 管 理 費 保 健 ・ 介 護 一 体 的 高齢者の保健事業と介護予防の 6,278 6,278

実 施 推 進 事 業 費 一 体 的 実 施 事 業 費

6,278 0 0 0 0 6,278合　　　　　　　　　　　　計
一般財源の内訳
一般会計繰入金 6,278

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

保健事業と介護予防の一体的実施事業の実施

経 費 名

説　明　資　料
（後期高齢者医療特別会計）

款 項 目

6
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議案第１２号 

 

令和２年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和２年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２，３０６千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５，０８２，９４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

4 1 1 １
基 金 積 立 金 基 金 積 立 金 費 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 48,437 48,437

5 2 1 １
諸 支 出 金 還 付 金 被保険者保険料還付金 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 1,300 1,300

5 2 2 １
諸 支 出 金 還 付 金 そ の 他 償 還 金 そ の 他 償 還 金 22,569 22,569

72,306 0 0 0 0 72,306合　　　　　　　　　　　　計
一般財源の内訳
繰越金 72,306

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

令和元年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還

説　明　資　料
（介護保険特別会計）

款 項 目 経 費 名

介護給付費準備基金積立

過年度における介護保険料の還付

介 護 給 付 費 準 備
基 金 積 立 金

6
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議案第１３号 

 

令和２年度恵庭市土地取得事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和２年度恵庭市土地取得事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３，４８０千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１３９，４８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第二表 地方債補正」による。 

 

令和２年９月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（変　更） （単位　千円）

最 終 処 分 場 用 地 先 行 取 得 事 業 債 116,200 102,700

第　二　表　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的 補 正 前 の 限 度 額 補 正 後 の 限 度 額

7
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 1 1
土地取得事業費 土 地 取 得 事 業 費 土 地 取 得 事 業 費 最終処分場用地先行取得事業費 △ 13,480 △ 13,500 20

△ 13,480 0 0 △ 13,500 20 0

経 費 名

説　明　資　料
（土地取得事業特別会計）

款 項 目 補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

次期最終処分場用地の先行取得に係る事業費の確定の
ため減額

合　　　　　　　　　　　　計
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